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「令和６年７月大雨災害義援金（秋田県・山形県・中央共募）」の募集の協力について 

  

令和６年７月２４日からの大雨により、東北地方において洪水や河川氾濫等による人的及び家屋

への甚大な被害が発生し、秋田県・山形県の市町村に災害救助法が適用されました。 

これを受けて秋田県共同募金会・山形県共同募金会・中央共同募金会では、被災された方々を支

援することを目的に下記のとおり災害義援金の募集を行うことになりましたので、お知らせいたし

ます。 

なお、義援金につきましては、お住まいの区の共同募金委員会（社会福祉協議会）でも受け付け

ております。 

 

１ 秋田県共同募金会 

 

（１）義援金募集期間 

令和６年８月１日（木）から令和６年１２月２７日（金）まで 

 

（２）義援金の受付口座等 

金融機関 口座番号 名義 

秋田銀行 本店営業部 （普）９０２７５６ 社会福祉法人秋田県共同募金会 

北都
ほ く と

銀行 本店 （普）３０４４１６ 社会福祉法人秋田県共同募金会 

ゆうちょ銀行 00120-6-605771 秋田県共募令和６年度秋田県大雨災害義援金 

 

※お振込の際は、窓口にて「令和６年度秋田県大雨災害義援金」である旨申し出てください。上記金融機

関の本店及び支店からの振込みは、令和６年１２月２７日まで無料となります。 

 

（３）現金書留の場合 

   ※料金免除の取扱いを申請中です。 



 

（４）配分方法 

   義援金は、秋田県、日本赤十字社秋田県支部、山形県共同募金会などで構成される令和６年

度秋田県大雨災害義援金募集・配分委員会で決定し、被災市町村を通し被災者に配分されます。 

 

（５）その他 

  災害義援金のみの取り扱いとし、救援物資・物品は取り扱いません。 

 

２ 山形県共同募金会 

 

（１）義援金募集期間 

令和６年８月１日（木）から令和６年１２月２７日（金）まで 

（期間を延長する場合があります。） 

 

（２）義援金の受付口座等 

金融機関 支店名 口座番号 名義 

ゆうちょ銀行  00180-6-636267 
山形県共同募金会令和６年７月山

形県大雨災害義援金 

山形銀行 本店営業部 
普通預金 

３４９０４７５ 
社会福祉法人山形県共同募金会 

荘内銀行 山形営業部 
普通預金 

１１３１３３２ 
社会福祉法人山形県共同募金会 

きらやか銀行 桜町支店 
普通預金 

２０２１６１８ 
社会福祉法人山形県共同募金会 

※ゆうちょ銀行における窓口からの振込手数料は無料となります。 

※山形銀行の各本支店間の窓口、ＡＴＭ、インターネットバンキング等からの振込手数料は無料とな

ります。 

※荘内銀行、きらやか銀行の各本支店間の窓口からの振込手数料は無料となります。 

※上記以外の金融機関からの振込や、ＡＴＭ、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手

数料は有料です。 

 

（３）現金書留による義援金の送付 

   ※料金免除の取扱いを申請中です。 

 

（４）配分方法 

   義援金は、山形県、日本赤十字社山形県支部、本会等で構成される義援金配分委員会におい



て配分が決定され、被災地の市町村を通して、被災者へ配分されます。 

 

（５）その他 

  災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品は取り扱いません。 

 

３ 中央共同募金会 

 

（１）義援金募集期間 

令和６年８月２日（金）から令和６年１２月２７日（金）まで  

※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。 

 

（２）義援金の受付口座等 

金融機関 支店名 口座番号 名義 

三井住友銀行 東京公務部 
普通預金 

 ０１６２５２９ 
（ 福

ふく）

）中 央
ちゅうおう

共 同
きょうどう

募金会
ぼきんかい

 

りそな銀行 東京公務部 
普通預金 

０１２６７８１ 
（ 福

ふく）

）中 央
ちゅうおう

共 同
きょうどう

募金会
ぼきんかい

 

※三井住友銀行 同行本支店間の窓口及びＡＴＭからの振込手数料は無料  

※りそな銀行  りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の本支店間の窓口及びＡＴＭからの振込

手数料は無料。みなと銀行は窓口からの振込手数料のみ無料。 

 

（３）配分方法 

   義援金は、被災地それぞれの行政、県共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害

義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被

災者に配分されます。 

 

（４）その他 

  災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。 



各区共同募金委員会一覧 

 

名   称 所 在 地 電話番号 FAX 番号 

千種区共同募金委員会 

（千種区社会福祉協議会） 
千種区西崎町 2丁目 4の 1 ７６３－１５３１ ７６３－１５４７ 

東区共同募金委員会 

（東区社会福祉協議会） 
東区泉二丁目 28 番 5 号 ９３２－８２０４ ９３２－９３１１ 

北区共同募金委員会 

（北区社会福祉協議会） 
北区清水四丁目 17-1 ９１５－７４３５ ９１５－２６４０ 

西区共同募金委員会 

（西区社会福祉協議会） 
西区花の木二丁目 18－1 ５３２－９０７６ ５３２－９０８２ 

中村区共同募金委員会 

（中村区社会福祉協議会） 
中村区名楽町四丁目 7の 18 ４８６－２１３１ ４８３－３４１０ 

中区共同募金委員会 

（中区社会福祉協議会） 
中区上前津二丁目 12-23 ３３１－９９５１ ３３１－９９５３ 

昭和区共同募金委員会 

（昭和区社会福祉協議会） 
昭和区御器所三丁目 18-1 ８８４－５５１１ ８８３－２２３１ 

瑞穂区共同募金委員会 

（瑞穂区社会福祉協議会） 
瑞穂区佐渡町三丁目 18 ８４１－４０６３ ８４１－４０８０ 

熱田区共同募金委員会 

（熱田区社会福祉協議会） 
熱田区神宮三丁目 1-15 ６７１－２８７５ ６７１－４０１９ 

中川区共同募金委員会 

（中川区社会福祉協議会） 
中川区小城町一丁目 1－20 ３５２－８２５７ ３５２－３８２５ 

港区共同募金委員会 

（港区社会福祉協議会） 
港区港楽二丁目 6-32 ６５１－０３０５ ６６１－２９４０ 

南区共同募金委員会 

（南区社会福祉協議会） 
南区前浜通三丁目 10 ８２３－２０３５ ８２３－２６８８ 

守山区共同募金委員会 

（守山区社会福祉協議会） 
守山区小幡南一丁目 24-10 ７５８－２０１１ ７５８－２０１５ 

緑区共同募金委員会 

（緑区社会福祉協議会） 
緑区鳴子町 1-7-1 ８９１－７６３８ ８９１－７６４０ 

名東区共同募金委員会 

（名東区社会福祉協議会） 

名東区上社 1-802 
上社ターミナルビル 2Ｆ 

７２６－８６６４ ７２６－８７７６ 

天白区共同募金委員会 

（天白区社会福祉協議会） 

天白区原一丁目 301 

原ターミナルビル 3F 
８０９－５５５０ ８０９－５５５１ 

 


